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堅忍果決
かんにんかけつ

の行動を 
                                   学校長 速水 素子 

 幕末の思想家、教育者でもある吉田松陰が従弟の元服の祝いとして贈ったとされる「士規七則(武士の７つの

心得)」の中に、堅忍果決という四字熟語が出てきます。これは、武士たるもの強い意志で何事も堪え忍び、いっ

たん決めたならば、思い切って断行すること、を意味するそうです。 

 私たちは武士ではありませんが、コロナ禍の今はこの言葉の意味を考えさせられます。初めてに四字熟語を知

ったときは、忍耐強くぐっと我慢したり、頃合いを見ていけるとなったら思い切って実行したりすること、とい

う意味だと思っていました。コロナ禍ではどうしてもこのような対応になりがちですよね。しかし、出典の文脈

をじっくり見てみるとそうではないことがわかりました。堅忍(意思を固くして耐える)と果決(思い切って事を

行う)は別々の対応を表しているのではなく、「意思固く耐えながら、心を変えずに思い切って断行する」という

姿勢を表しているのです。武士はこの姿勢を死ぬまで続けることが必要なのだそうです。 

 さて、私たち教師も「子どもたちのために」を合言葉に日々教育活動を行っています。コロナ禍で教育活動が

制限され、いつもの活動ができなくても、工夫してそれを補う活動を考え指導をしようと心がけています。しか

し、なかなか感染状況が改善されず、何度も何度も活動制限や校内行事の延期、中止等が重なると、どうしても

無駄になったことや、できないことへの不平不満を言いたくなってしまいます。しかし、現状を嘆くのではなく、

本当にすべきことを見据えてコロナ禍に耐え、「今できることをする」「できることから考える」姿勢が、子ど

もたちの学びをとめないためには大切であり、それはこのコロナ禍では教師にとって特に必要な姿勢だな、と堅

忍果決の語源を知り反省をいたしました。 

 さて、新型コロナウィルス変異株の猛威はすさまじく、緊急事態宣言も発令され、なかなか通常の学校生活と

はなりませんが、堅忍果決の姿勢で教職員一同もう少し踏ん張りたいと思います。多くの学校行事が中止や延期

となっていますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

  

 

わかぎ   

 

新型コロナウィルス感染拡大を受け 

中止、延期になった学校行事 
 

・家庭訪問→延期(日程未定) 

・日曜参観(５月１６日)→中止 

  ・芸術鑑賞会(５月１９日)→中止 

  ・集団下校(５月２４日)→地区班顔合せに変更 

  ・音楽会(６月８日)→中止 

  ・６年海洋体験(６月 14・15日)→中止 
※ただし、日帰りの校外学習を実施予定 

 

【わかぎ４月号の訂正】 
 

転退職された教職員 

 

 調理員 高瀬 隆一 吹田市立桃山台小学校へ 

 

転入された教職員 

 

 調理員 藤本 淳子 吹田市立東佐井寺小学校より 

 

 下線部について、追加・訂正いたします。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fshirokumatoneko.blog.jp%2Farchives%2F8008691.html&psig=AOvVaw3w-Lc0NgJnV8W8a5cVppT4&ust=1618979498206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjx7Ov-i_ACFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 ６月行事予定 

日 曜日  行 事 等 

1 火 Ａ 心臓検診二次(AM山三小) 

2 水   ５・６年児童委員会(6限) 

3 木   

4 金  尿検査二次 

5 土   

6 日   

7 月 Ｂ ６年プール清掃予備日 

8 火   

9 水  児童集会(放送) 

10 木  教育相談日 

11 金   

12 土   

13 日    

14 月 Ａ プール開き(～9/10) 

15 火    

16 水   

17 木   

18 金  尿検査 2次(最終) 

19 土   

20 日   

21 月 Ｂ 短縮６限 不審者引き渡し訓練 

22 火   

23 水 
 児童集会(放送)  

４～６年クラブ活動 
※感染状況により中止になる場合があります。 

24 木  
教育相談日 

 

25 金   

26 土   

27 日   

28 月 Ａ  

29 火  ひまわり個別懇談① 

30 水  ５・６年児童委員会(6限) 

 ５月行事予定 

日 曜日  行 事 等 

1 土   

2 日    

3 月  祝 憲法記念日 

4 火  祝 みどりの日 

5 水  祝 こどもの日 

6 木 Ｂ 聴力検査５年 

7 金 
 

聴力検査３年 

8 土   

9 日   

10 月 Ｂ 
聴力検査２年 

２年校外学習(延期) 

11 火  
５年非行防止教室延期 

歯科検診 3・4年(9：00) 

１年校外学習(延期) 

12 水  ５・６年児童委員会(6限)   

聴力検査１年 

13 木   歯科検診 5・6年(9：00) 

14 金  内科検診 1・2年(13：30)  

視力検査予備日 

15 土    

16 日   

17 月 Ａ  

18 火  聴力検査予備日 

19 水  児童集会(放送)  

20 木  内科検診３年(13：45) 教育相談日 

21 金  耳鼻科検診１年＋抽出(13：30) 

22 土   

23 日   

24 月 Ｂ 短縮６限 地区班顔合せ(集団下校) 

25 火  眼科検診１年＋抽出(13：30) 

26 水  ５・６年大阪府すくすくテスト 

27 木  
６年全国学力学習状況調査 

歯科検診１・２年(9：00) 

28 金  地震避難訓練(業間) 

29 土   

30 日   

31 月 Ａ ６年プール清掃 

時間割 時間割 

非常事態宣言の発令を受け、教育活動制限強化期間は５月１１日まで延長となりました。非常事態宣言

が解消しても、大阪府や吹田市の感染状況によっては引き続き教育活動の制限が続く場合があります。 

 
新型コロナウィルスの感染状況によって、

行事の変更もあります。 



令和３年度の年間行事予定について 
 例年、年間の行事予定表を配付していたようですが、昨年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響で

臨時休校など予定が立たなかったために、配付しておりませんでした。令和３年度も新型コロナウィルス

感染拡大の影響はありますが、年度当初に予定していた年間行事予定があります。紙で配付してもすぐ

に中止・延期となれば、何度も配付することになり、逆に混乱を招きかねません。 

 そこで、今年度はホームページに年間行事予定を載せて、中止や延期、予定が変わったら更新していく

方法をとりたいと考えています。予定が変更になれば、随時更新してまいりますので、ホームページでの

確認をよろしくお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山一小の年間行事予定

のページにいく 

ＱＲコードです。 

新型コロナウィルス感染拡大防止についてのお願い 

 現在、新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言が発令されております。 

 学校でクラスターを発生させないために、以下の５点について、ご家庭のご協力をお願いいたします。 

  

１ 毎日、お子様の健康管理(体温測定を含む)を行い、休日なども人出のある場所や、密になる場所へはでき

るだけ行かないように指導してください。 

２ 朝、お子様が発熱している場合や、発熱がなくても体調が悪い場合は、登校させないでください。学校で体

調が悪くなった場合は、すぐに迎えに来ていただきます。 

３ お子様と同居するご家族がＰＣＲ検査や抗原検査を行う場合は、検査を受けることが分かった時点で学校

に連絡をお願いします(念のための検査でも同じ扱いです)。この場合、お子様は結果が出るまで自宅待機と

なり、出席停止扱いとなります。 

４ お子様と同居するご家族に風邪症状がある場合も、自宅待機をお願いします。応じていただける場合は、出

席停止扱いとします。 

５ 放課後や休日に、お子様が友だちと遊ぶ場合も、マスクの着用を指導してください。万が一、お子様が新型

コロナウィルスに感染した場合、マスクなしで一緒に遊んだ友だち全員が濃厚接触者になり、検査で陰性で

も２週間の自宅待機となる場合があります。 

 

 特に２については、「このぐらい」と思わずに、少しでも不調のある場合は念のためにお休みするようにお願い

します。学校で熱や咳が出た場合は、保健室でお迎えを待つことができない場合があります。 

不調を訴える児童にとっても辛いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

http://irasutoya.blogspot.com/2013/08/blog-post_725.html

